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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、公教育上における生徒の宗教的自由への配慮に関する比較憲法的考察とし
て、とりわけアメリカにおける生徒の宗教的自由への対応とその特徴を、政教分離原則を採用するわが国の剣道実技拒
否事件を契機としたわが国との議論との対比において明らかにすることであった。研究を進めた結果、とりわけ、宗教
的教育にかかる自由の一の選択肢としてホームスタディへの権利を認めておくことの意義が明確になった。宗教的自由
にかかる合理的な配慮をめぐって、公立学校における宗教的中立性の基軸と対応の限界とを補う議論とともに、子ども
の教育を受ける権利の確保のあり方について知見が得られた。

研究成果の概要（英文）：The aims of this study was to clarify the meaning of consideration of religious 
freedom in public education, in comparison with research on this constitutional matter and its historical 
and legal background in the US. I began to consider the topic of religious neutrality of Japanese public 
sectors including public schools. "Separation of Religion and State" has been an important theme, but it 
is used in negative sense in some cases lacking accomodations to religious practices. Then, I found that 
the right to homeschool is a key term to interpret "Freedom of Religion" Clause, and compensate for the 
limitations of methods, because it represent the ideals of religious freedom of education within the 
standard scheme of religiously neutral public education. Reconsideration of the importance of reasonable 
accommodations, in particular, the guarantee of the right to receive education for children must be 
strongly inquired. About this point, my research will soon develop into a paper.

研究分野： 憲法学

キーワード： 政教分離原則　信教の自由　公教育の宗教的中立性

  ３版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（１）本研究は、個人の宗教的自由への配

慮の必要性と重要性とにかんがみ、公教育と
宗教との関わりについて考察するべく、公立
学校における生徒の宗教的表現の法的取扱
いを対象とした。わが国では先行事例に乏し
く、最高裁判例としては、エホバの証人への
信仰に基づく剣道実技受講拒否事件（最二小
判平成 8 年 3 月 8 日民集 50 巻 3 号 469 頁）
を挙げうる程度である。そこで、政教関係に
おいて国教樹立禁止条項をもつ米国などに
おいて、比較憲法的観点からとりうる対応の
示唆を得ることを目的とし、各国の地域性・
制度の比較参照を通じて、公教育と信教の自
由の保障とのバランスを問うとともに、学校
空間における学生・生徒の宗教実践の自由と
その制約根拠をめぐる理論的分析を目指す
ものであった。 

 
（２）宗教色そのものの排除へ向かったフラ
ンスとはまた別に、米国においては、国教樹
立禁止条項（Establishment Clause）を踏ま
えた、公的機関による宗教色を帯びた行事の
開催をめぐる訴訟、また、宗教の自由な実践
条項（Free Exercise Clause）に基づく不就
学の自由をめぐる訴訟など先例が比較的豊
富であった。基本的には公教育の宗教的中立
性という関心からのアプローチにつとめた。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、個人の宗教実践の自由に対する
一定限度の制約はやむをえないとする憲法
学の従来の通説的立場と見解を共有するも
のであり、その線にそって、学生・生徒の宗
教的自由をいかにして保護し、かつその宗教
的自己決定への尊重をどう確保すればよい
のかについて考察を行った。 
 
研究目的は、下記の３点である。 
 
（１）生徒の信仰実践という切り口を通じ
て、多様な信教の自由を有する生徒に対す
る公教育それ自体の配慮の基本的ありよ
うを、とりわけ米国の議論において明らか
にする 

 
（２）生徒の内面的な精神的自由の保護に
ついて、成年に達していない子ども特有の
考慮すべき課題を明らかにする。 

 
（３）政教分離原則を採用し、特段の宗教
色をもたない公立学校を有するわが国と
比較しつつ、米国の公立学校における宗教
の自由実践をめぐる議論の背景を明らか
にする。 

 
 
３．研究の方法 
 本研究は、下記の通り行った。 
 

（１）米国の議論動向の追跡をし、学校空
間における宗教的中立性と生徒の宗教的
自由、宗教的公平との兼ね合いに関する示
唆をまとめた。 

 
（２）前記(1)における米→独の各検討を
もとに、公立学校での学生・生徒の宗教的
表現に対する制約の意義と問題点への示
唆を抽出した。 

 
（３）上記の目的を達成するため、2014 年
9 月に渡米し、スタンフォード大学ロース
クール図書館、フーバー研究所において公
教育における宗教の取扱いに関して資料
収集を実施した。 

 
（４）わが国における宗教的行為とそれに
負担・制約をもたらす公的規制との関係を
めぐる議論を再構成した。 

 
 
４．研究成果 
 （１）米・いずれにおいても、宗派宗教へ
著しく傾斜するわけではないとはいえ、宗教
色それ自体を否定していないことは共通し
ており、公的儀礼における神の存在を是認し
ているという点で、その判例法理は慎重に参
照されなければならなかった。  
また、米国の宗教的伝統と親和性のある

（と考えられている）宗派についての態度を
多宗派主義と呼びうるとして、信教の自由の
保護に関する裁判所の立ち位置は、異なる宗
教が併存することを了とした「復」宗教主義
とまではいえないと考えられた。政府が「世
俗的」であることは、市民的・政治的なるも
のが宗教的でもあるという意味において、宗
教との結びつきを完全に排除するものでは
ない。「アメリカ的価値観」への言及も、普
遍的な世俗的価値観であるとされながらも、
キリスト教的ないし神学的基礎を見いだす
ことが十分にでき、わが国との対比において
注意を要した。 
 
（２）公立学校という公的機関の特殊性に

鑑みて、「･･･正当な自由とは、市民的自由、
もしくは、すべての人々に等しく保障される
自由であるということが忘れられてはなら
ない。私たちはいずれも、すべての人々のた
めの平等な自由のシステムを維持すること
を目指した自由の制約を受け入れる必要が
あ る 」（ Stephen Macedo, Liberal Civic 
Education and Religious Fundamentalism: 
The Case of God v. John Rawls?, Ethics 
Vol.105, No.3.(1995), p. 468.）と解する
立場をおよそ選択し、学校内における生徒の
「世俗的」でない宗教活動の規制可能性によ
って、すべての生徒の宗教的自由が等しく両
立することに協力してもらうという意味に
おける市民的寛容を求める議論も、米国では
有力である。政府は個人の内面の問題に立ち



入るべきではないとはいっても、個々の生徒
の学校内の集団的生活を通じてかかわり合
いをもたざるを得ない。集団的教育の基本前
提としては、宗教的な多様性を尊重するため
には、宗教的自由の表出の抑制を志向しなけ
ればならない場面はあり、参考となった。た
とえば、Walz ex rel. Walz v. Egg Harbor 
Township Bd. of Educ., 342 F.3d 271 (3d Cir. 
2003)は、ニュージャージー州の母子が、教
室や学校主催行事において宗教的なプレゼ
ントの配布を禁じた教育委員会規則に基づ
いて、①幼稚園の入園パーティーにおける創
造主イエスのメッセージ入り鉛筆を配れな
かった、②宗教的なストーリーが描かれた棒
状キャンディーの配布が教室外で、放課後に
しか配ることができなかったことについて、
同規則が違憲ではないとされた事例である。  
さらに、性教育といった世俗的な目的に基

づく教育活動について争われた場合に、宗教
活動の自由条項の下の権利・自由は、国教樹
立禁止条項に違反しないとしても公教育に
おける教育活動と対立する。その場合に、こ
の信教の自由に対してどこまでの制約が許
されるのか、である。わが国でかつて裁判上
問題となったのは、日曜参観授業、体育のう
ちの剣道実技という、両者の質的な差はある
ものの、公教育の目的上からいっても必須と
されるほどの重大性をもつ科目ではない。ま
して、信教の自由の保護領域いかんについて
踏み込んだ判断がなされたわけでもない。と
ころが、米国では体育全般であるとか、性教
育、あるいは同性愛に関する寛容の教科書と
いった、一見すると公教育の目的上からいっ
ても重要な内容に対して、信教の自由を盾と
して争いがある。そこで従来の合衆国の判例
法理で比較的用いられてきたのが、Shebart
判決において言及されてきたような「やむに
やまれぬ州の利益」、あるいは「最優先され
るべき州の利益」との衡量アプローチである。
そこでは、宗教活動の自由に対する制約が性
質上当然に優先されるが、例外的に州の利益
がこれを上まった場合に、宗教活動の自由に
限界が画されることとなる。判例法理をみる
に、合衆国においては信教の自由はどこまで
可能か、最低限の権利としてどこまでは憲法
上確実に保護されるかという問いではなく、
どのような場合に州の利益のために保障の
範囲に線が引かれるかが問われている。他方、
公立学校の教育活動においては、生徒の権利
侵害をしないために配慮すべきことといえ
ば、明確にされている限界は Elk Grove 
Unified School District v. Newdow,542 U.S. 
1（2004)において、Rehnquist 裁判官が指摘
したように、「強制はしてはならない」とい
うあたりに漂っているにすぎない。そうする
と、信教の自由それ自体が伴う内在的な限界
は、事案に応じて明らかになるのを待つとい
う、現時点ではごく一般的な結論に落ち着く
ことになる。 
 

（３）親の子どもの教育を導く権利は、判
例において、非常に高い位置づけを伝統的に
与えられてきた。ただ、宗教的共同体との統
合のために学校にいかない権利があるとし
た Yoder 事件であるとか、未成年の子どもの
人生の確立にとって、権利が与えられている
と言いうるのか、子どもがのぞむ宗教的自由
というのは、真に保障された上での自己決定
なのであろうかという問いは、当然、米国に
おいても提起される。また、親の教育方針に
対抗してでも、公教育を通じて子どもが市民
的基礎を涵養することへの公的な利益（宗教
的共同体との統合を妨げるがゆえに第9学年
以降の義務教育継続に第１修正違反の余地
を認めた前述の Yoder 事件は、義務教育が残
り 1 年～2 年程度であった）については、子
どもの宗教選択権もしくは、こどもの教育権
が問われるべきところ、宗教活動の自由ばか
りでなく、それと子の教育を導く親の権利と
いう憲法上の保護対象にもかかわる問題と
捉える向きと、宗教的義務についての親の見
解を子ども達に押し付けるものではないか
という懐疑的な向きとでは、前者が相対的に
みて有力と思われた。重要となるのは、子ど
もが親と異なる見解を表明するのに十分に
成熟している場合に、子どもの意見を調査せ
ず、そのような親の見解の押し付けを許すこ
とは、その子どもの権利の侵害となるという
理解を敷衍することであろう。 
 
（４）そして、公立学校からの離脱の許容

として、私立学校のみならず、宗教教育のた
めのホームスクーリングの選択肢確保は非
常に示唆的であった。一面的には、公教育の
空間からの排除ともなりうるかもしれない
が、それも多様な信仰の自由に配慮して、な
おかつ、それぞれを平等に保護しなければな
らないという要請を実現していくためには、
公教育によって与えることのできない、宗教
的内容を含んだ教育をまさに親ないし親グ
ループが提供するということは、子どもの意
見の調査、学習内容の適切な把捉によって、
学習権の侵害がないと言いうる状況である
限りにおいて、認めざるを得ないと考える。
しかも、信教の自由の名の下において、信教
からの離脱の自由をも保障することを踏ま
えれば、それぞれの宗教的な背景に寄り添い、
ホームスクーリングを通じて、自らの世界観
を学校以外で形成し、親を含めた親密圏との
紐帯を築かせることが信教の自由にかない、
個々の――国の介入によるのではない――
自由な幸福追求に資することではないかと
いう見解に達した。 
 
（５）なお、わが国の公立学校内における

任意の集団的な宗教行為の取り扱いについ
て、今後、生徒・学生の宗教的実践は、校区
によっては一定規模の集団行動となる可能
性もありうるところ、信教の自由のための特
別扱いを求めて、給食提供や礼拝所設置の問



題などの特別の取扱いなどが正面から争わ
れうる。政教分離原則は、信教の自由に配慮
する側としての国などの公的機関のありよ
うについての規律であるが、信教の自由に
「平等に」配慮することについては、子ども
のおかれた立場の特殊性（未成熟の子はとり
わけ養育される側として、精神的にも経済的
にも従属的な存在とならざるを得ない）を十
分に踏まえた、成人と異なる取扱いが求めら
れる。 
この点は、先例ないし類例は、換券の限り

では、まだ裁判例も議論も成熟していている
とは言いがたい。その意味では、教育によっ
て形成される共和国市民の多様性と共通性
とを探るといった点で、「あらゆる段階にお
ける無償でライックな公教育を整備するこ
とは、国の責務である」とするフランスの公
教育上における宗教的自由への配慮と法的
問題への考察から得られる示唆があり、子ど
もの福祉が害されていない限りで、親の教育
権（基本法 6条 2項）があくまで優越すると
する連邦憲法裁判所の判断はあるにせよ、学
説において公立・私立学校において、社会生
活に必要必要な知識・能力・考え方を次の世
代に授けるという社会化を保障する権利と
義務が論議されるドイツの事情も参考とな
った。この点については、問題追跡にとどま
ったため、ドイツおよび、イスラム教徒の
親・生徒ともに活発な動きをみせるスイスに
おける類例の検討と議論の分析による示唆
の解明は、今後に持ち越すこととなった。 
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